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掛川市規則第１１号

掛川市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２６年３月２６日

掛川市長

（別紙）
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掛川市税条例施行規則の一部を改正する規則

掛川市税条例施行規則（平成17年掛川市規則第39号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第１号中「及び市税課長」を「、市税課長及び資産税課長」に改め、同項第２号中

「及び市税課」を「、市税課及び資産税課」に改める。

様式第10号を次のように改める。
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様式第10号（第11条関係）

納 期 限 変 更 通 知 書

第 号

年 月 日

様

掛川市長 氏 名 印

あなたは、地方税法第13条の２第１項第 号の規定に該当するため繰上徴収することにしまし

たので、次のとおり納期限を変更の上、徴収します。

納税通知 変更前 加 算 延 滞 滞 納
年度 期別 税目 税額

繰 書等番号 納期限 税 額 金 額 処分費

上

徴

収

に

係

る

徴

収

金

額

変 更 納 付 （ 納 入 ） 期 限 納 付 （ 納 入 ） 場 所
備

年 月 日

納期限繰上げの理由

考

この処分について不服がある場合には、この文書を受け取った日の翌日から起算
して60日以内に、行政不服審査法第４条の規定により市長に異議申立てをすること
ができます。この処分の取消しを求める訴えは、前記の異議申立てに係る決定の送
達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告として（市長が被告の代表
者となります｡)提起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなけれ
ば提起することができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３
か月を経過しても決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ず
る著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつ
き正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起すること
ができます。
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様式第14号を次のように改める。
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様式第14号（第11条関係）

徴収の猶予換価の猶予取消通知書

第 号

年 月 日

様

掛川市長 氏 名 印

年 月 日付けにより通知した下記の徴収金に対する徴収の猶予（換価の猶予）

は、地方税法第15条の 第 項第 号に該当するため取り消しますので、直ちに全額を納付（納

入）してください。

徴収（換価）の猶予を取り消
徴収（換価）を猶予した金額 猶 予 期 間

した金額

年 月 日から
円 円

年 月 日まで

納期限
年 度 期 加 算 延 滞 督 促 滞 納

徴 収 （ 換 税 目 督促状 税額 備 考
（月）分 金 額 金 額 手数料 処分費

発付
価）の猶予

円 円 円 円 円
を取り消し

た金額の内

容

取消しの理由

この処分について不服がある場合には、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日
以内に、行政不服審査法第４条の規定により市長に対して異議申立てをすることができま
す。この処分の取消しを求める訴えは、前記の異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌
日から起算して６か月以内に市を被告として（市長が被告の代表者となります｡)提起するこ
とができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起す
ることができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か月を経過しても
決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため
緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を
経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
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様式第17号（下欄）を次のように改める。
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（下欄）

静岡県掛川市 納付書原符兼払込金受領証 領 収 証 書
納入済通知書 （掛川市） （掛川市）

※
合計金額 こ お

円 の 問
領 い

収納機関 納付 確認 納付 収 通知番号 合
番 号 番号 番号 区分 証 わ

期 別 書 納付番号 せ
納 期 限 通知 は 窓

期別 通知番号 ５ 納付者氏名 口
指定期限 番号 年 は

納付番号 間 裏
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 大 面

納付者氏名 切 に
に 記

※ 保 載
切 管 し

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ り し て
取 て 税 額 円 お

延滞金 □ □,□ □ □,□ □ □ 円 総合計 円 ら く り
な 税 額 円 だ ま
い さ す。

納 で い。 延滞金 円
氏 お

付 出 延滞金 円 合計金額 円
名 領 し 左

者 く 合計金額 円 指定期限 記
収 だ の

さ 納 期 限 金
コ （ご注意） 日 い。 額

収 金額を訂正 指定期限 を
ン した場合、 付 領

納 コンビニエ 収
ビ ンスストア 印 主 管 課 名 し

用 では納付で ま
ニ きません。 領 し

た。
（掛川市／コンビニ本部控） 静岡県 収 領収日付印

掛川市 日 収入印紙不要

付

印

（納付者控）
（金融機関／コンビニ店舗控）

（注）裏面には、市税等の納期限、納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置、行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示、納付場所等
を記載する。
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様式第20号を次のように改める。
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様式第20号（第11条関係）

市税納期限延長承認（申請却下）通知書

第 号

年 月 日

様

掛川市長 氏 名 印

下記のとおり承認（申請却下）しましたので通知します。

納期限延長申請書 納期限延長申請書
年 月 日 年 月 日

提 出 年 月 日 受 付 年 月 日

年度 年度 税目 税 納期の別 期 分

税 額 円 納期延長の金額 円

年 月 日から
納期延長の期間

年 月 日まで 日間

却下の理由

この処分について不服がある場合には、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日
以内に、行政不服審査法第４条の規定により市長に異議申立てをすることができます。この
処分の取消しを求める訴えは、前記の異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起
算して６か月以内に市を被告として（市長が被告の代表者となります｡)提起することができ
ます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起す
ることができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か月を経過しても
決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため
緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を
経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
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様式第23号（３枚目）を次のように改める。
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（３枚目）

静岡県掛川市 納付書原符兼払込金受領証 領 収 証 書
納入済通知書 （掛川市） （掛川市）

※
合計金額 こ お

円 の 問
領 い

収納機関 納付 確認 納付 収 通知番号 合
番 号 番号 番号 区分 証 わ

期 別 書 納付番号 せ
納 期 限 通知 は 窓

期別 通知番号 ５ 納付者氏名 口
取扱期限 番号 年 は

納付番号 間 裏
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 大 面

納付者氏名 切 に
に 記

※ 保 載
切 管 し

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ り し て
取 て 税 額 円 お

延滞金 □ □,□ □ □,□ □ □ 円 総合計 円 ら く り
な 税 額 円 だ ま
い さ す。

納 で い。 延滞金 円
氏 お

付 出 延滞金 円 合計金額 円
名 領 し 左

者 く 合計金額 円 取扱期限 記
収 だ の

さ 納 期 限 金
コ （ご注意） 日 い。 額

収 金額を訂正 取扱期限 を
ン した場合、 付 領

納 コンビニエ 収
ビ ンスストア 印 主 管 課 名 し

用 では納付で ま
ニ きません。 領 し

た。
（掛川市／コンビニ本部控） 静岡県 収 領収日付印

掛川市 日 収入印紙不要

付

印

（納付者控）
（金融機関／コンビニ店舗控）

（注）裏面には、納付場所等を記載する。
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様式第25号を次のように改める。
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様式第25号（第12条関係）

年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）

譲
給与収入 営 農 不 利 配 給 総 所 得 ③

所 主たる給与 渡 課
業 雑 ・

一 山 林 所 得
給与所得 以外の合算 等 業 動 子 当 与

時
税 分 離 短 期 譲 渡

得 その他の 所 得 区 分

所得計 分 離 長 期 譲 渡

標
総所得金額 株 式 等 の 譲 渡

①
上場株式等の配当

準

先 物 取 引
雑 損 障･寡･勤

所

医 療 費 配 偶 者

得
社会保険料 配偶者特別 扶 養 親 族 該 当 区 分 本 人 該 当 区 分

控 老 繰

小規模企 16 未 勤 越
控 扶 養 特 同 老 そ 同 特 他 特 他 寡 特 寡

業共済 歳 成 労 損
の

未 年 学 失
生命保険料 基 礎 配 配 定 老 人 他 障 障 障 障 障 婦 寡 夫

除 満 者 生

所得控除
地震保険料

合計②

（摘要）

税額控除前所得割額④ 受 給 者 番 号 氏 名 指 定 番 号
市

税 額 控 除 額 ⑤
民

所 得 割 額 ⑥ 住 所 個 人 番 号
税

均 等 割 額 ⑦

税額控除前所得割額④ あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定（変更）したので、地方税法第

税 県 41条及び第321条の４（第321条の６）の規定によって通知します。また、

税 額 控 除 額 ⑤ この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の

民 翌日から起算して60日以内に市長に対して異議申立てをすることができま

所 得 割 額 ⑥ す。この特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の異議申立て

税 に係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告と

均 等 割 額 ⑦ して（市長が被告の代表者となります｡)提起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後で

特 別 徴 収 税 額 ⑧ なければ提起することができないこととされていますが、①異議申立てが

あった日から３か月を経過しても決定がないとき、②処分、処分の執行又

控 除 不 足 額 ⑨ は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き、③その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経

既 充 当 額 ⑩ ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

額
既 納 付 額 ⑪ 年 月 日 掛川市長 氏 名 印

差引納付額（⑧－⑪－⑨､⑩) 月 ６月分 ９月分 12月分 ３月分

変 更 前 税 額 ⑫ 割 ７月分 10月分 １月分 ４月分

増減額（⑧－⑫） 額 ８月分 11月分 ２月分 ５月分

変 更 月 月

問い合わせ先

（注）裏面には、税額の計算方法、税率、所得控除、税額控除等を記載する。
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様式第30号及び様式第31号を次のように改める。
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様式第30号（第12条関係）

個人の市民税県民税減免（不承認）通知書

年 月 日

様

掛川市長 氏 名 印

掛川市税条例第47条第１項の規定により申請のあった市民税県民税の減免について、次のとお

り決定したので、通知します。

年 度 区 分 年 度

区 分 年 税 額 第 １ 期 分 第 ２ 期 分 第 ３ 期 分 第 ４ 期 分

当 初 税 額

減 免 税 額

決 定 税 額

不承認の理由

この処分について不服がある場合には、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日
以内に市長に異議申立てをすることができます。この処分の取消しを求める訴えは、前記の
異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告として
（市長が被告の代表者となります｡)提起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起す
ることができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か月を経過しても
決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため
緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を
経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
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様式第31号（第12条関係）

法人の市民税減免（不承認）通知書

年 月 日

様

掛川市長 氏 名 印

掛川市税条例第47条第１項の規定により申請のあった法人市民税の減免については、次のとお

り決定したので、通知します。

決 定 事 項

不承認の理由

この処分について不服がある場合には、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日
以内に市長に異議申立てをすることができます。この処分の取消しを求める訴えは、前記の
異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告として
（市長が被告の代表者となります｡)提起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起す
ることができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か月を経過しても
決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため
緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を
経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
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様式第33号及び様式第34号を次のように改める。
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様式第33号（第12条関係）

市民税県民税特別徴収税額の納期の特例承認（不承認）通知書

第 号

年 月 日

様

掛川市長 氏 名 印

年 月 日付けの市民税県民税特別徴収の納期の特例の申請について次のとおり

通知します。

記

市民税県民税特別徴収の納期の特例の申請について承認（不承認）します。

不承認の理由

（注）この処分について不服がある場合には、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日

以内に市長に異議申立てをすることができます。この処分の取消しを求める訴えは、前記の

異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告として

（市長が被告の代表者となります｡)提起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起す

ることができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か月を経過しても

決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため

緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を

経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
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様式第34号（第12条関係）

市民税県民税特別徴収税額の納期の特例の承認取消しについて

第 号

年 月 日

様

掛川市長 氏 名 印

年 月 日付け 第 号により承認した市民税県民税特別徴収税額の納期の特例

は、次の理由により取り消しましたので通知します。

取消しの理由

（注）この処分について不服がある場合には、この文書を受け取った日の翌日から起算して60日

以内に市長に異議申立てをすることができます。この処分の取消しを求める訴えは、前記の

異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告として

（市長が被告の代表者となります｡)提起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起す

ることができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か月を経過しても

決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため

緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を

経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
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様式第42号を次のように改める。
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様式第42号（第13条関係）
（１枚目）

年度

固定資産税・都市計画税 納税通知書

様

固定資産税額及び都市計画税額を下記のとおり決定しましたので通知します。

各納期の税額をそれぞれの納期限までに納めてください。

年 月 日

掛川市長 氏 名 印

期 別 期割税額 (円） 納 期 限

第１期分

所 有 者
第２期分

第３期分

世 帯 番 号 第４期分

通 知 番 号 この税金についてのお問い合わせ

〒436-8650 静岡県掛川市長谷一丁目１番地の１

下記に記載のある方は口座振替納税です。 掛川市役所

※個人情報保護のため口座番号の一部が「＊」表示となっています。 課税について

土地に関すること 課 係

家屋に関すること 課 係
金 融 機 関

償却資産に関すること 課 係

口 座 種 別 口 座 番 号 納税について

納付書の再発行、口座振替及び納税相談に関すること

口座名義人 課

納 付 区 分

（注）裏面には、課税の根拠となった法律及び条例の規定、課税の方法、納期限までに納付しなかった場合において執られるべき措置、行政不服審査法及

び行政事件訴訟法に基づく教示等を記載する。
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（２枚目）

年度 固定資産税・都市計画税 納税通知書

土 地 の 課 税 標 準 額 家 屋 の 課 税 標 準 額 償却資産の課税標準額 課 税 標 準 額 の 合 計

（円） （円） （円） ! （円）

固定資産税

都市計画税

算 出 税 額 軽 減 税 額 敷地権持分税額 確 定 税 額

" （円） # （円） （円） " － # （円）

①

固定資産税

②

都市計画税

減 免 税 額 年 税 額

$ （円） ①＋②－$ （円）

1.4

算出税額" ＝ 課税標準額の合計! × 税率
固定資産税

100

0.3
都市計画税

100

（注）裏面には、納付場所等を記載する。
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（３枚目）

年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書 掛川市

枚目 枚中

所 有 者 納税管理人 世 帯 番 号

通 知 番 号

土 地 又 は 家 屋 の 所 在 地 家 屋 番 号 前 年 度 固 定 資 産 税 課 税 標 準 額 ( 円 ) 当 該 年 度 固 定 資 産 税 課 税 標 準 額 ( 円 )
資産

課税地目（住宅区分）又は家屋用途・構造・屋根・階数 建築年次 課 税 地 積 又 は 床 面 積 ( ㎡ ) 前 年 度 都 市 計 画 税 課 税 標 準 額 ( 円 ) 当 該 年 度 都 市 計 画 税 課 税 標 準 額 ( 円 )
区分

備 考 当 該 年 度 評 価 額 (円) 軽 減 税 額 (円) 差 引 税 相 当 額 (円)

（注）裏面には、課税明細書の内容、土地の課税標準額、都市計画税の概要について記載する。
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（４枚目）

静岡県掛川市 納付書原符兼払込金受領証 領 収 証 書
納入済通知書 （掛川市） （掛川市）

※
合計金額 こ お

円 の 問
領 い

収納機関 納付 確認 納付 収 通知番号 合
番 号 番号 番号 区分 証 わ

期 別 書 納付番号 せ
納 期 限 通知 は 窓

期別 通知番号 ５ 納付者氏名 口
取扱期限 番号 年 は

納付番号 間 裏
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 大 面

納付者氏名 切 に
に 記

※ 保 載
切 管 し

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ り し て
取 て 税 額 円 お

延滞金 □ □,□ □ □,□ □ □ 円 総合計 円 ら く り
な 税 額 円 だ ま
い さ す。

納 で い。 延滞金 円
氏 お

付 出 延滞金 円 合計金額 円
名 領 し 左

者 く 合計金額 円 取扱期限 記
収 だ の

さ 納 期 限 金
コ （ご注意） 日 い。 額

収 金額を訂正 取扱期限 を
ン した場合、 付 領

納 コンビニエ 収
ビ ンスストア 印 主 管 課 名 し

用 では納付で ま
ニ きません。 領 し

た。
（掛川市／コンビニ本部控） 静岡県 収 領収日付印

掛川市 日 収入印紙不要

付

印

（納付者控）
（金融機関／コンビニ店舗控）

（注）裏面には、納付場所等を記載する。
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様式第47号（下欄）を次のように改める。
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（ 下 欄 ）

領 収 証 書
静 岡 県 掛 川 市 納 付 書 原 符 兼 払 込 金 受 領 証 （ 掛 川 市 ） 軽 自 動 車 税 納 税 証 明 書 (掛 川 市 )

納 入 済 通 知 書 （ 掛 川 市 ）

合 計 金 額 標 識 番 号
円

収 納 機 関 納 付 確 認 納 付 通 知 番 号
期 別

番 号 番 号 番 号 区 分
納 付 番 号

通 知 番 号
納 期 限 通 知

期 別 番 号 納 付 者 氏 名
取 扱 期 限 納 付 番 号 上 記 の 軽 自 動 車 に 係 る 軽 自 動 車 税 は 、

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 滞 納 が な い こ と を 証 明 し ま す 。
納 付 者 氏 名

証 明 書 有 効 期 限

税 額
税 額 円

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 円 上 記 を ｢*｣印 で 抹 消 し た も の 、 領 収 日
付 印 の な い も の は 無 効 で す 。

円 総 合 計 円
延 滞 金

, , 延 滞 金
延 滞 金 円 掛 川 市 長 氏 名 印

円
氏 納 合 計 金 額

付 合 計 金 額 円
名 者 円

領 納 期 限 取 扱 期 限

コ 収
収 取 扱 期 限

ン (ご 注 意 ) 日
納 金 額 を 訂 正 主 管 課 名 領 収 日 付 印

ビ し た 場 合 、 付
用 コ ン ビ ニ エ

ニ ン ス ス ト ア 印 主 管 課 名
で は 納 付 で
き ま せ ん 。 領 静 岡 県

（ 掛 川 市 ／ コ ン ビ ニ 本 部 控 ） 収 掛 川 市

静 岡 県 日 領 収 日 付 印

掛 川 市 付 収 入 印 紙 不 要

印

（ 金 融 機 関 ／ コ ン ビ ニ 店 舗 控 ） （ 納 付 者 控 ） （ 納 付 者 控 ）

お
問
い
合
わ
せ
窓
口
は
裏
面
に
記
載
し
て
お
り
ま
す
。

左
記
の
金
額
を
領
収
し
ま
し
た
。

※
こ
の
領
収
書
は
５
年
間
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※
切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

お
支
払
の
場
合
は
切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

※
切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。
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様式第53号を次のように改める。
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様式第53号（その１）（第14条関係）

軽自動車税減免（不承認）通知書（公益専用車用）

年 月 日

様

掛川市長 氏 名 印

あなたから申請された軽自動車税の減免について、掛川市税条例第99条第１項の規定により次

のとおり決定しましたので、通知します。

納 税 義 務 者 名

車両番号（又は標識番号） 課 税 額 減免決定額 差引納付額

不承認の理由

この処分について不服がある場合には、この文書を受け取った日の翌日から起算して

60日以内に、行政不服審査法第４条の規定により市長に異議申立てをすることができま

す。この処分の取消しを求める訴えは、前記の異議申立てに係る決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に市を被告として（市長が被告の代表者となります｡)提

起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提

起することができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か月を経

過しても決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害

を避けるため緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由があ

るときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
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様式第53号（その２）（第14条関係）

軽自動車税減免（不承認）通知書（身体障害者用）

年 月 日

様

掛川市長 氏 名 印

あなたから申請された軽自動車税の減免について、掛川市税条例第100条第１項の規定により

次のとおり決定しましたので、通知します。

納 税 義 務 者 名

車両番号（又は標識番号）

課 税 額

減 免 決 定 額

差 引 納 付 額

不 承 認 の 理 由

この処分について不服がある場合には、この文書を受け取った日の翌日から起算して

60日以内に、行政不服審査法第４条の規定により市長に異議申立てをすることができま

す。この処分の取消しを求める訴えは、前記の異議申立てに係る決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に市を被告として（市長が被告の代表者となります｡)提

起することができます。

なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提

起することができないこととされていますが、①異議申立てがあった日から３か月を経

過しても決定がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害

を避けるため緊急の必要があるとき、③その他決定を経ないことにつき正当な理由があ

るときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

附 則

この規則は、平成26年４月１日から施行する。


